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和歌山県行政経営改革室の若林でございます。本日
は、和歌山県版市場化テストについてご説明させてい
ただきます。
まず、導入の背景。これは三つございます。
一つは、財政危機。これは「三位一体の改革」の影

響でございます。
和歌山県の場合、平成16年度で交付税が286億円減

りました。和歌山県の１年間の警察運営に必要な経費、
警察官の人件費、パトカーの燃料費、信号機の電気代

など一切含めて294億円です。これに相当する一般財
源の額がなくなってしまったということです。その後
も「三位一体の改革」は続いていますので非常に厳し
い状況にあります。
今年はプロ野球で、阪神タイガースが終盤、猛烈に

追い上げました。その原動力は何か。相手打線を抑え
るＪＦＫです。地方自治体の歳出にもＪＦＫがあるの
をご存知ですか。
Ｊは人件費、Ｆは生活保護など扶助費と呼ばれるも
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の、Ｋは借金を返す公債費。これらは、義務的経費と
呼ばれるものです。このうち、ＦとＫは、さすがに削
ることはできません。しかし、Ｊ、聖域と呼ばれてい
た人件費は、人の削減、給料カットという形で削られ
てきています。それをカバーするためにも市場化テス
トといった形が必要ではないかと考えた次第です。
二つ目、住民サービスの質の向上。これも「三位一

体の改革」の影響を受けています。所得税から住民税
に税源移譲されたとき、住民税がものすごく高くなっ
ているじゃないかと非常にもめました。住民の方が自
治体に払っている税金の重大さにお気づきになり、自
治体のサービスに非常に厳しい目を向けるようになり
ました。そこで、住民サービスの質の向上が求められ
てきているということです。
三つ目は、団塊世代の大量退職です。和歌山県も例

外ではございません。世の中が公務員の人件費に厳し
い視線を注いでいる中、団塊世代の退職は、渡りに船
というと誤解があるかもしれませんが、そういう部分
があります。新規採用を抑えれば、自動的に人員が削
減される。しかし、単純に人員削減をするとなると、
職員１人あたりにかかる業務量が過重になる。これを
回避するためには、アウトソーシングを進めることが
必要であり、その一手法として市場化テストに取り組

んでいこうと考えた次第です。庁内の反応は、ここ
（資料３）に書いてあるとおりです。少しネガティブ
な意見でした。負けた結果どうなるのか、国だって
やっていないではないかといったものでした。
次に、市場化テストの公共サービス改革法における

位置付けについてご説明します。
公共サービス改革法第２条４項には、国民に対する

サービス云々ということで、国はイロハニホと、こう
いう業務をすると書いています。特定公共サービスは
簡単に言うと、法律で公務員がしなければならない
サービスです。こうした分野に特例を設けて、一種の
特区のような形で、これは民間に開放しますとなって
います。
自治体に関する規定は特定公共サービスの分しか書

いていません。ところが、内閣府の説明会とかを聞き
ますと、国の見解は、「法律の特例を講じる必要のな
い業務については、地方自治法に基づき、条例または
規則に手続を規定すること等によって、官民競争入札
を実施することができる」ということでありました。
私どもの市場化テストは、まさにこの部分を実施した
ことになります。
業務は庁舎管理、対象は県庁南別館です。危機管理

局などが入っていて、入居人員は約780名です。平成
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18年度中に取り組んだスケジュールですが、８月に市
場化テストモデル評価委員会というものをつくり、12
月22日に契約を締結し、委託を開始しました。市場化
テストに実際に取り組んだところ、初めてのことなの
でいろいろな問題がありました。
一つ目は、官民競争入札の実施ということでした。

市場化テストをするにあたり、ハローワーク、社会保
険庁の関係など国の例はどうなっているのか調べまし
た。すると、すべて民民競争入札だった。官が参加し
ていない。国モデル事業は、制度の本格導入前の試行
であって官民の本格的な参入のための法制度が整備さ
れていないという理由で、官はいわば不戦敗の形でし
た。国は大変だなと思いました。しかし、我々はでき
るのではないかという話になったのです。地方自治法
234条の３を見ますと、「申込みをした者を契約の相手
方にする」と書いてあります。官民競争入札で、庁舎
を管理する管財課が知事に入札を出すというのはあり
得るのかと非常に悩みました。内閣府、総務省にお聞
きすればよかったのですが、自分たちでかなり悩みま
した。
結果、地方自治法には総合評価一般競争入札の規定

があり、「価格その他の条件が当該普通地方公共団体
にとって最も有利なものをもって申し込みをしたもの

を落札者とすることができる」「あらかじめ、当該総
合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の
条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なもの
を決定するための基準を定めなければならない」とあ
ります。この総合評価一般競争入札の規定があります
ので、落札者決定基準というのを決めればいいのです。
落札者決定基準を、「官が示した条件より有利な条件
を出した者」という項目にすればいいのではないかと
いうことになったのです。今お話しすると、ばかみた
いですけど、一月ぐらいはものすごく悩んだ結果なの
です。これによって、県も入札するが、県を基準にし
てそれを上回らなければならないということで、実質、
官と民の競争を確保するという形をとりました。
二つ目に悩んだのが、官の入札価格の調整です。民

の価格には減価償却費や退職手当引当金といった経費
があります。ところが、我々は複式簿記ではありませ
ん。管財課の入札額に退職手当引当金の相当分６％を
乗せたり、標準事務費、人件費を加算しました。簡便
型で実施したわけですが、これが正しいかどうかは今
でもよくわかりませんが、簡便型でやったというのが
事実です。
三つ目に情報の遮断というのがあります。私ども行

政経営改革室と入札に参加する管財課は、同じ総務部
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総務管理局。情報をちゃんと遮断しなければならない
という規定に公共サービス改革法はなっているのです
が、その方法がわかりませんでした。これもいまだに
結果はわかりません。私どもが実施したのは、情報を
遮断できないなら徹底した情報公開をしようと。官の
知っていることは民も知っているというパターンでい
こうという考えで実施しました。
四つ目は技術的な課題。いろいろあります。
暴力団の排除という話。これは非常に難しい問題だ

と今でも思っています。
それから、コンソーシアム。総合的な力がない地元

企業が参入するために必要なことです。

それから、評価委員会での評価の仕方です。初めて
評価するとき、どうしたらいいのだろうと。そこで考
え出したのは、管財課の評価を真ん中に置くというこ
とです。管財課より優れていると思ったら４点、もの
すごく優れていると思ったら５点、劣ると思ったら２
点、ものすごく劣ると思ったら１点と評価してもらい
ました。
そして、技術点と価格点の配分。これは１対１にし

ました。技術点が500点、価格点500点。この割合をど
うするのかというのも悩んだ次第です。入札の結果、
Ａ社が落としました。Ｄ社のほうが加算点、いわゆる
技術点はすぐれています。ところが、価格点で逆転さ
れてしまい、総合評価の結果、Ａ社に落ちています。
これ（資料16）が入札の結果ですが、管財課は少し
工夫して予定価格より金額を下げていますが、それで
も１億8,600万円。民間事業者が落札した価格は１億
3,200万。予定価格と比較して5,600万、約30％、管財
課と比較しても30％ぐらい落ちています。
はしょった話で、わかりにくい点はお許しください。
現時点でいろいろ疑問は残っていますが、整理できて
いない、私の思い込みもあるのですが、その分だけ最
後にご説明します。
一つは、耐震偽装の問題の影響です。「民間ででき
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ることは民間に」と前々総理は言われたのですが、民
でできることでも官でしなければならないのではない
かという逆風、反動があります。
二つ目は、公務員側のインセンティブという問題で

す。市場化テストをするためのインセンティブは公務
員側にないのです。今のもののほうがよくて、わざわ
ざ競争するインセンティブがないということです。
三つ目は対象業務です。これは他都道府県の事例で

す。北海道、東京、大阪などで取り組まれています。
東京都は官民競争入札でやったのですが、それ以外は
民民競争入札です。公共サービス改革法ができたと
いっても、うちの県の例を含めても、まだこれぐらい
しか例はありません。対象業務を選ぶことが非常に難
しいということ、要するに、現在公務員が行っている
部署に競争させるということの難しさを示していま
す。
それから、従来の民間委託との相違がよくわからな

いということです。これは、官民で競争するという部
分を除けば、つまり民民競争入札であるなら、従来の
民間委託との違いを説明することはものすごく難しい
ということです。ただ、相違を明確化する必要がある
のかどうかはわかりませんが…。

それから民間の受け手の話です。サービス産業は、
過疎地域に進出するのかという話です。現実には、民
間が進出しないところを官が持っているので、市場化
テストの対象によってはこういう悩みが出てくるので
はないかという気がします。
最後に、公共サービスの質の概念。庁舎管理を民間

業者にお願いしました。一番多いのは、トイレが汚れ
ているという苦情です。仕様書に日に３回トイレを清
掃してくださいと書いています。ところが、どうして
も汚れてしまう、汚すほうも汚すほうですが…。文句
言われてもなあと思ったのですが、ＰＦＩのときによ
く使われる概念ですが、性能発注というものがありま
す。日に３回掃除しなさいという仕様ではなく、トイ
レは常に清潔に保つことという仕様です。これから市
場化テストを実施していく上で、性能発注を勉強しな
いといけないと思っています。
市場化テストは昨年から始まったばかりです。自治

体の常で、どこかの自治体がやれば、そのあとをほか
の自治体が追いかけていくと思います。皆さんも一度、
市場化テストにトライしてみようとお考えいただけれ
ばありがたいと思います。ご清聴ありがとうございま
した。
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